
平成３０年度 県及び市町が管理する公共施設の禁煙・分煙状況調査結果

県内の公共施設で禁煙・分煙対策を進めています

県及び市町が管理する公共施設のうち、禁煙・分煙対策実施率（敷地内禁煙、屋内

禁煙、テナント内禁煙、完全分煙）は、９８．２％でした。（前年度９７．９％）

そのうち、禁煙対策実施率（敷地内禁煙・屋内禁煙・テナント内禁煙）は９３．８％

（前年度９２．５％）でした。

平成30年7月、健康増進法の一部が改正されました。望まない受動喫煙の防止を図

るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じた対応が必要となります。（詳細3頁）

  

１ 調査方法

○県及び市町が管理する公共施設を対象に、平成３０年１２月１日現在の禁煙・

  分煙対策の実施状況について、県及び２１市町に調査票を送付

○調査は今回で１６年目

○施設管理者は、施設の現状について下記選択肢の中からいずれかを選択し回答

①敷地内禁煙 敷地内(建物を含む)が全て禁煙である。

②建物内禁煙 建物全体を禁煙とし、屋外(屋上を含む)に喫煙場所を設置し

ている。

③テナント内禁煙 貸しビル等の中に施設がテナントとして入っている場合で、

テナント内が禁煙である。

④完全分煙 建物内に「換気扇設置等の条件を満たした喫煙室」を設置している

喫煙室以外の建物内に灰皿を設置していない場合。

⑤対策未実施 上記の対策のいずれも行っていない場合、またはいずれの対

策も不十分な場合

２ 回答数

   県及び２１市町から回収  （回答施設数：２，７００施設）

３ 結果概要

・全体の『禁煙』＋『分煙』対策実施率は、９８．２％

※ 施設のうち、「禁煙」（上記１①②③）又は

「完全分煙」（④）のいずれかの

対策を実施している施設の割合

     ・うち『禁煙』対策実施率は、９３．８％

※ 施設のうち、（上記１(1)～(3)）の対策を実施している施設の割合

  ・各公共施設の実施状況の内訳は、別紙（表１）、（表２）のとおり



(表１）平成３０年度　禁煙･分煙対策実施状況（未定稿）
調　 査 敷地内 屋　内 テナント
施設数 禁　 煙 禁　煙 内禁煙

(S) （A） （B） （C） （D） （E） (A+B+C)／(S) (A+B+C+D)／(S)

186 12 150 3 21 0 88.7% 100.0%
(▲5) (▲1) (+6) (▲1) (▲9) (0) (+4.4ﾎﾟｲﾝﾄ) (0)

1,817 508 1,154 24 82 49 92.8% 97.3%
(+9) (+38) (▲10) (+2) (▲12) (▲9) (+1.2ﾎﾟｲﾝﾄ) (+0.5ﾎﾟｲﾝﾄ)

31 31 0 0 100.0% 100.0%
(0) (0) (+2) (0) (▲2) (0) (+6.5ﾎﾟｲﾝﾄ) (0)

73 73 0 0 0 0 100.0% 100.0%
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

市町立学校 517 283 218 0 16 0 96.9% 100.0%
幼稚園 (▲11) (+10) (▲19) (0) (▲2) (0) (+0.3ﾎﾟｲﾝﾄ) (0)

公立病院 76 50 25 1 0 0 100.0% 100.0%
診 療 所 (+1) (+1) (+1) (0) (▲1) (0) (+1.3ﾎﾟｲﾝﾄ) (0)

2,700 926 1,578 28 119 49 93.8% 98.2%
(▲6) (+48) (▲20) (+1) (▲26) (▲9) (+1.3ﾎﾟｲﾝﾄ) (+0.3ﾎﾟｲﾝﾄ)

(上段：平成29年度施設数　下段：対前年度増減）

（表２）年度別　禁煙・分煙対策実施状況

県 施 設

市町施設

警察施設

県立高校
等

計

平成３０年12月1日現在

完全分煙 未実施 禁煙実施率 分煙実施率

禁煙 分煙 禁煙 分煙 禁煙 分煙

県　施　設 81.8% 100.0% 84.3% 100.0% 88.7% 100.0%

市町施設 90.6% 96.1% 91.6% 96.8% 92.8% 97.3%

警察施設 93.5% 100.0% 93.5% 100.0% 100.0% 100.0%

県立高校等 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

市町立学校
幼稚園 95.5% 100.0% 96.6% 100.0% 96.9% 100.0%

公立病院
診 療 所 98.7% 100.0% 98.7% 100.0% 100.0% 100.0%

計 91.6% 97.5% 92.5% 97.9% 93.8% 98.2%

平成２８年 平成３０年平成２９年


